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平成１６年４月１日 

制 定 

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  国 立 大 学 法 人 東 京 医 科 歯 科 大 学 に お け る 施 設 整 備 事 業 に 伴 う 、

随 意 契 約 の 実 施 等 に つ い て は 、国 立 大 学 法 人 東 京 医 科 歯 科 大 学 会 計 規

程 （ 平 成 １ ６ 年 規 程 第 ３ 号 。 以 下 「 会 計 規 程 」 と い う 。）、 及 び 国 立 大

学 法 人 東 京 医 科 歯 科 大 学 固 定 資 産 及 び 物 品 調 達 要 項（ 平 成 １ ６ 年 ４ 月

１ 日 制 定 。以 下「 調 達 要 項 」と い う 。）そ の 他 の 規 程 ・ 規 則 又 は こ れ ら

に 基 づ く 特 段 の 定 め に よ る ほ か 、 こ の 要 項 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 

 （ 工 事 請 負 契 約 締 結 の た め 随 意 契 約 に よ る こ と が で き る 場 合 ）  

第 ２ 条  会 計 規 程 第 ４ ２ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 、工 事 請 負 契 約 締 結 の た

め 、 随 意 契 約 に よ る こ と が で き る 場 合 は 、 予 定 価 格 が 五 百 万 円 を 超 え

な い 工 事 を さ せ る と き と す る 。 た だ し 、 国 立 大 学 法 人 施 設 整 備 費 補 助

金 に 係 る 契 約 に つ い て は 、国 立 大 学 法 人 施 設 整 備 費 補 助 金 に 係 る 指 名

競 争 及 び 随 意 契 約 に つ い て （ 平 成 １ ６ 年 文 部 科 学 大 臣 決 定 ） に よ る も

の と す る 。  

 

 （ 随 意 契 約 に よ る 場 合 の 予 定 価 格 等 ）  

第 ３ 条  調 達 要 項 第 １ １ 条 及 び 第 ２ １ 条 に よ り 処 理 す る こ と と し た 場

合 に お い て も 、 次 に 掲 げ る 措 置 を 講 じ 、 契 約 事 務 の 適 正 化 を 図 る も の

と す る 。  

 ( 1 )  最 終 決 裁 者 は 、予 定 価 格 調 書 そ の 他 の 書 面 に よ る 予 定 価 格 の 積 算

を 省 略 す る こ と と し た 場 合 に お い て も 、 必 要 に 応 じ 、 補 助 職 員 を し て

予 め 書 面 に よ る 予 定 価 格 の 積 算 を 行 わ せ 、そ の 積 算 資 料 を 当 該 契 約 に

係 る 決 議 書 に 添 付 さ せ る よ う 指 示 で き る も の と す る 。  

 ( 2 )  最 終 決 裁 者 は 、見 積 書 の 徴 取 を 省 略 す る こ と と し た 場 合 に お い て

も 、 必 要 に 応 じ 、 補 助 職 員 を し て 口 頭 照 会 に よ る 見 積 り 合 せ 、 又 は 市

場 価 格 調 査 等 を 行 わ せ 、そ の 結 果 を 記 載 し た 資 料 を 当 該 契 約 に 係 る 決

議 書 に 添 付 さ せ る よ う 指 示 で き る も の と す る 。  

 

 （ 工 事 請 負 契 約 に お け る 随 意 契 約 方 式 の 運 用 ）  

第 ４ 条  会 計 規 程 第 ４ ２ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 工 事 請 負 契 約 に お け る

随 意 契 約 方 式 の 運 用 に つ い て は 、「 工 事 請 負 契 約 に お け る 随 意 契 約 方

式 の 的 確 な 運 用 に つ い て 」（ 昭 和 ５ ９ 年 文 教 施 設 部 長 通 知 文 施 監 第 ６

７ 号 ） の 規 定 を 準 用 す る も の と す る 。  

  こ の 場 合 に お い て 、同 規 程 中 、「 会 計 法 令 」及 び「 予 算 決 算 及 び 会 計

令 」 を 「 東 京 医 科 歯 科 大 学 会 計 規 程 等 」 と 読 替 え る も の と す る 。  

２  工 事 請 負 契 約 に お け る 随 意 契 約 の ガ イ ド ラ イ ン に つ い て は 、「 工 事

請 負 契 約 に お け る 随 意 契 約 の ガ イ ド ラ イ ン に つ い て 」（ 平 成 １ １ 年 文



教 施 設 部 指 導 課 監 理 室 長 通 知 １ １ 施 指 第 ４ 号 ）の 規 定 を 準 用 す る も の

と す る 。  

  こ の 場 合 に お い て 、同 規 程 中 、「 会 計 法 」及 び「 予 算 決 算 及 び 会 計 令 」

を そ れ ぞ れ 「 東 京 医 科 歯 科 大 学 会 計 規 程 等 」 と 読 替 え る も の と す る 。

ま た 、 同 規 程 中 、 随 意 契 約 を 行 お う と す る 場 合 の 、 事 前 の 大 臣 官 房 文

教 施 設 部 指 導 課 監 理 室 長 へ の 協 議 は 不 要 と す る 。  

 

 

附  則  

こ の 要 項 は 、 平 成 １ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 令 和 元 年 １ ０ 月 ７ 日 制 定 ）  

 こ の 要 項 は 、 令 和 元 年 １ ０ 月 ７ 日 か ら 施 行 し 、 令 和 元 年 １ ０ 月 １ 日 か

ら 適 用 す る 。  


